
新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、中小企業者及び小規模企業者が物価高騰等により営業利

益の減少、消費の低迷等に苦しんでいる現状に鑑み、第３条に規定する対象

事業者が行う消費喚起を目的としたキャンペーン事業に対し、予算の範囲内

で新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金（以下「補助金」という。）を交

付することに関し、新発田市補助金等交付規則（昭和３３年新発田市規則第

１０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴　中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項各号に掲げる中小企業者で市内に本店、支店、営業所等を有する事業者

及び個人事業主をいう。 

⑵　小規模企業者　中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者

で市内に本店、支店、営業所等を有する事業者及び個人事業主をいう。 

（対象事業者） 

第３条　この補助金の交付対象となる者（以下「対象事業者」という。）は、中

小企業者又は小規模企業者で構成される組合、団体等（法人格のない任意団

体を含む。以下「組合・団体」という。）とする。 

２　前項の規定にかかわらず、組合・団体を構成する中小企業者又は小規模企

業者が新発田市暴力団排除条例（平成２４年新発田市条例第２号）第２条第

１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有すると認められるときは、対象事業者としない。 

（補助事業） 



第４条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、物価高

騰等による市内経済への影響を緩和し、消費を喚起することを目的としたキ

ャンペーン事業とする。 

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助事業としない。 

⑴　政治的目的又は宗教的目的のある事業 

⑵　国、県、他市町村等から補助を受けている（補助を受けることが確実で

ある場合を含む。）事業 

⑶　新発田市との共催事業 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助事業の実施に必要な経費であって、別表に定めるものとする。ただし、

補助事業の実施に必要な経費であっても、消費税及び地方消費税は、補助対

象経費としない。 

（補助金の額等） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０（その額に１，０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）の額とし、当該組

合・団体を構成する中小企業者の数に１０万円を乗じて得た額に当該組合・

団体を構成する小規模企業者の数に２０万円を乗じて得た額を加算した額

（その額が１００万円を超える場合は１００万円）を上限とする。 

２　補助金の交付は、一の組合・団体につき１回限りとする。 

（交付申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする対象事業者は、新発田市消費喚起キャ

ンペーン実施補助金交付申請書（別記第 1 号様式）に新発田市消費喚起キャ

ンペーン実施補助金事業計画書（別記第２号様式）その他必要な書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第８条　市長は、前条に規定する交付申請があったときは、速やかにこれを審



査し、新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金交付決定通知書（別記第３

号様式）又は新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金不交付決定通知書

（別記第４号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

２　市長は、補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付すものとす

る。 

　⑴　補助事業は、原則として令和７年８月３１日までに実施すること。 

⑵　補助事業の内容を変更するとき又は補助金の交付決定額の変更が必要

になるときは、市長の承認を受けること。 

⑶　補助事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。 

⑷　補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難

となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

⑸　補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区別して行うとともに、補助

事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類

を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存すること。 

⑹　補助事業による効果を測るため、売上額を基本としてその成果を記録し、

実績報告書に記載すること。 

⑺　キャンペーンを実施する際は、「新発田市消費喚起キャンペーン」による

ものであることをチラシや広告等に明記すること。 

（変更申請） 

第９条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）がやむを

得ない事情により補助事業の内容を変更しようとするときは、新発田市消費

喚起キャンペーン実施補助金変更承認申請書（別記第５号様式）に必要な書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（事業の廃止又は中止） 

第１０条　補助決定者は、やむを得ない事情により補助事業を廃止し、又は中

止するときは、あらかじめ新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金（廃

止・中止）申請書（別記第６号様式）を市長に提出しなければならない。 



（状況報告） 

第１１条　補助決定者は、市長からの指示があるときは、新発田市消費喚起キ

ャンペーン実施補助金状況報告書（別記第７号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（実績報告） 

第１２条　補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了した日から起

算して３０日を経過した日又は令和７年９月３０日のいずれか早い日まで

に新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金実績報告書（別記第８号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１３条　市長は、前条に規定する報告を受けたときは、書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合したものであるかどうかを審査し、適合した

ものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新発田市消費

喚起キャンペーン実施補助金確定通知書（別記第９号様式）により、当該補

助決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条　補助決定者は、前条に規定する確定通知があったときは、速やかに

新発田市消費喚起キャンペーン実施補助金請求書（別記第１０号様式）を市

長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項に規定する補助金請求書の内容を適正と認めたときは、速や

かに補助金を交付するものとする。 

　（補助金の取消し及び返還） 

第１５条　市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

　⑴　補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。 

　⑵　第８条第２項各号に掲げる条件に違反したとき。 



　⑶　その他市長が補助金の交付決定を取り消すべきと判断したとき。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、令和７年２月１５日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２　この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第８条

第２項第５号及び第１５条の規定については、この要綱の失効後も、なおそ

の効力を有する。


